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市立輪島病院医事業務に係る公募型プロポーザル実施要領

1 目的
輪島市は、市立輪島病院の医事業務の遂行に当たり、民間の優れた技術、ノウハウ等の導入を推進し、民間事業者と病院職員が一体となってサービスの提供を行いながら、経済的で質の高い業務の実施を図るため、当該業務の委託事業者の選定を公募型プロポーザル方式で実施する。 

2 業務の概要
(1) 業務名
 市立輪島病院医事業務
(2) 業務内容
   市立輪島病院医事業務委託仕様書〔別紙1〕のとおり。 
(3) 契約期間
契約締結日から令和9年9月30日まで 
※契約締結日から令和8年9月30日までの間を業務開始に向けた準備期間とし、その際の費用については業務受託者の負担とする。
(4) 業務履行期間 
令和8年10月1日から令和9年9月30日まで(12か月) 
(5) 委託料の提案見積上限額 
(消費税及び地方消費税は含まない。以下同じ。) 
￥ 75,947,520
各年度の委託・派遣料見込額  
令和8年度(10月～3月)  ￥ 37,973,760 (6か月分) 
令和9年度(4月～9月)   ￥ 37,973,760 (6か月分) 
(6) 履行場所 
輪島市山岸町は1番1地 
市立輪島病院 

3 参加資格
本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる全てを満たしているものとする。 
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。) 
(3) 輪島市建設工事請負業者等の指名停止に関する要綱(平成18年2月1日告示第113
号)に基づく資格停止措置、その他国又は石川県による同様の措置を受けている者で
はないこと。 
(4) 石川県内に本社又は支店等の営業拠点を有すること。 
(5) 令和3年1月1日から一般病床数が100床以上の医療機関において医事業務の受託
実績があること。なお、受託実績は業務履行期間を1年間以上とし業務完了したもの
に限る。 
(6) 国税及び地方税を滞納していないこと。 
(7) 事業の代表者、役員(執行委員を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、そ
の経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年
法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同条第2号に規定する暴力団若
しくは当該暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 
(8) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触す
る行為を行っていない者であること。

4 実施スケジュール予定
	公募開始日
	令和8年7月1日(水)

	質問受付期間
	令和8年7月1日(水)
～令和8年7月14日(火)

	質問への回答期限
	令和8年7月21日(火)

	参加表明書及び企画提案書受付期間
	令和8年7月28日(火)午後5時まで

	審査(プレゼンテーション)日
	令和8年8月4日(火)

	優先交渉権者の決定通知日
	令和8年8月12日(水)

	契約締結日
	令和8年8月下旬を予定

	業務開始準備期間
	契約締結日～令和8年9月30日(水)

	医事業務開始日
	令和8年10月1日(木)


※ 日程については変更となる場合があります。日程変更があった場合は、その都度当院ホームページへ掲載し、既に参加表明をされている事業者へは直接日程変更の連絡をします。

5 質問の受付及び回答
(1) 受付期間：令和8年7月1日(水)から令和8年7月14日(火) 
(2) 提出方法：質問書(様式5)により、電子メールにて提出すること。
なお、メール送信後に担当部署まで電話連絡すること。
(3) 回答期限：令和8年7月21日(火) 
(4) 回答方法：当院ホームページに掲載

6 参加表明書等の作成要領
(1) 参加表明に必要となる書類 ※全て正本を1部提出すること。 
① 参加表明書(様式1) 
② 業務実績調書(様式2) 

(2) 参加表明書の提出 
提出期限：令和8年7月28日(火)午後5時まで(必着) 
提出方法：持参又は郵送(担当部署宛) 
※ 持参する場合の受付時間は、土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時までとする。

7 企画提案書等の作成要領
(1) 企画提案に必要となる書類 
① 企画提案書提出届(様式3) 　※ 正本1部 
② 企画提案書(任意様式) 　※ 副本5部 いずれもクリップ留め 
※ 様式、枚数は問わないが、ページ番号を付すこと。 
※ 別表「審査基準」に示す「1 評価項目等」における「1 実施体制」、「2 実施方針」及び「3 企画提案内容」について作成すること。 
※ 企画提案書には、提案者の名称は記載しないこと。 
③ 参考見積書及び見積額内訳明細書(任意様式) 
※ 押印のあるものとし、仕様書の業務内容に沿って項目ごとに内訳・明細を記載すること。 
(2) 企画提案書等の提出 
提出期限：令和8年7月28日(火)午後5時まで(必着) 
提出方法：持参又は郵送(担当部署宛) 
※ 持参する場合の受付時間は、土日・祝日を除く午前8時30分から午後5時までとする。

8 審査方法
(1) 評価
評価は、本業務に係る公募型プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、企画提案内容を評価した上で採点する方法で評価する。審査の点数が最も高かった企画提案書の提出者を委託契約の優先交渉権者として決定する。 
なお、本プロポーザルへの参加者が1者のみの場合でも、審査・評価は実施するが、評価が一定水準(審査基準の配点合計の6割以上)に達しない場合は、委託契約の優先交渉権者として選定しない。 
※ 選定されなかった者からの審査経過や選定に関する一切の事項についての質問、説明要求、意見等は受け付けない。 

(2) 審査(プレゼンテーション) 
企画提案書についてのプレゼンテーションを次のとおり実施する。 
① 実施予定日：令和8年8月4日(火)(予定) 
② プレゼンテーションの留意事項 
・プレゼンテーションの時間は、1者あたり説明30分、質疑15分を目安とする。 
・プレゼンテーションに使用するパソコンは、提案者が準備すること。 
・HDMI ケーブルと大型モニターの準備は、本市が行う。 
・当日の追加資料の配布は禁止する。 
・会場への入室は、1者あたり3名以内とする。

9 審査基準及び配点
[bookmark: _GoBack]本プロポーザルの評価は、別紙2に定める審査基準を使用して行うものとする。 

10 審査結果の通知
審査結果を書面により通知する。なお、採点内容等については通知しない。 

11 契約の締結
審査結果通知後、本市と委託契約の優先交渉権者は、契約の締結に向けた協議を開始するものとする。 
原則として、企画提案書に記載された項目を委託契約の仕様に反映するが、本業務の目的達成のために必要がある場合は、協議により項目の追加、変更又は削除を行う場合がある。 
委託契約の仕様を決定し、最終見積書の提出を受けて契約を締結するものとする。ただし、優先交渉権者との協議が整わない場合は、審査で次点となった提案者を委託契約候補者として協議を行うものとする。 

12 企画提案書の無効(失格事項)
次の各号のいずれかに該当するときは、その提案者を失格とする。 
(1) プレゼンテーション及びヒアリングに出席しなかったとき。 
(2) 虚偽の申請を行い、提案資格を得たとき。 
(3) 提出方法、提出先、提出期限など定められた要件を満たさないとき。 
(4) 定められた様式又は記載上の留意事項に示された要件を満たさないとき。 
(5) 参考見積の金額が提案限度額を超過したとき。 
(6) 契約締結までの間に本要領に定める参加資格を有しなくなったとき。 

13 その他留意事項
(1) 提出期限後の書類の差替え及び再提出は一切認めない。 
(2) 企画提案書及びプレゼンテーションにおいて、提案者の名称は記載・公表しないこ
と。 
(3) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提出書類を無効とするとともに、指名停止措置を行うことがある。 
(4) 提出書類は返却しない。
(5) 提出書類は、委託契約候補者の特定以外には提案者に無断で使用しない。 
(6) 公募型プロポーザルへの参加に係る一切の費用は、提案者の負担とする。 
(7) 委託業務の全部又は主たる部分を第三者に再委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部に係る再委託について、あらかじめ本市の承諾を得た場合はこの限りではない。

14 担当部署(書類の提出先、問合せ先) 
〒928－8585  
輪島市山岸町は1番1地
市立輪島病院 事務部 担当：高山 
ＴＥＬ：0768－22－2222
ＦＡＸ：0768－22－6598
電子メール： iji@city.wajima.lg.jp 

















付属書類 
〔別紙1〕市立輪島病院 医事委託業務仕様書 
〔別紙2〕審査基準 
 
(様式1) 参加表明書 
(様式2) 業務実績調書 
(様式3) 企画提案書提出届 
(様式4) 質問書 
